
平成２８年４月１日 
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臨床研究コーディネーターに係る受託研究費の支出基準について 

 

 

（１）使用成績調査 

報告書作成経費１症例１報告書当たり２０，０００円（税別）より、外部臨床研究

コーディネーターへ１症例１報告書当たり６，０００円（税別）の支払いになります。 

 

（２）特定使用成績調査 

報告書作成経費１症例１報告書当たり３０，０００円（税別）より、外部臨床研究

コーディネーターへ１症例１報告書当たり９，０００円（税別）の支払いになります。 

 

（３）副作用・感染症報告 

院内臨床研究コーディネーターが支援しますので支払いはありません。 

 

 

＜附  則＞ 

 （１）本基準を改訂する場合は、治験審査委員会で審議し、病院長の承認を得なければ

ならない。 

（２）支払いには消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び

同法第７２ 条の８３の規定に基づきこれらの費用に消費税率を乗じて得た額を加算

する。消費税は業務発生日の税率を適用する。 

 （３）この本基準は、平成２８年４月１日から適用する。 

 


